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訪問看護ステーション トーホー 重要事項説明書 

（令和 6年 7月 1日現在） 

 

あなたに対する訪問看護・介護予防訪問看護の提供にあたり、当事業所があなたに説明すべき

重要事項は次のとおりです。 

 

１ 訪問看護ステーションの概要 

（１）提供できるサービスの種類と地域 

事業所名称 訪問看護ステーション トーホー 

所在地 群馬県みどり市笠懸町阿左美１１５５番地 

電話番号 ０２７７－７６－３５８６ 

介護保険事業所番号 訪問看護・介護予防訪問看護 群馬県 １０６０３９００５９号 

管理者 関  佳子 

サービスを提供する地

域 

桐生市・みどり市・太田市・伊勢崎市・足利市 

※上記地域以外でもご希望の方はご相談ください。 

（２）事業所の職員体制と職務内容 

職種 資格 
常 

勤 

非

常

勤 

職務内容 計 

管理者 看護師 １  従事者の管理及び業務の一元的な管理 １ 

 

 

看護師 4 1 

訪問看護（介護予防訪問看護）サービスの提

供及び計画書・報告書等の作成 

5 

    

准看護師    

リハビリ 理学療法士 5  5 

（３）営業日及び営業時間 

営業日 月曜日から土曜日 

ただし、１２月３０日～１月３日までを除く 

営業時間 月曜日～金曜日 ９時から１７時まで 

土曜日     ９時から１２時まで 

２４時間緊急時体制 24時間連絡対応体制を取っています 

 

２ 事業の目的及び運営方針 

（１） 事業の目的 

指定訪問看護（介護予防訪問看護）事業の適正な運営を確保するために人員、組織及び運営管理

に関する事項を定め、ステーションの看護師等が、訪問看護（介護予防訪問看護）の必要性を主

治医に認められた要介護者等に対し、適正な訪問看護（介護予防訪問看護）を提供することを目

的とする。 

（２） 運営方針 

① 要介護者等が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ、自立した生活を営むことが



できるよう、その療養生活を支援し、その心身の機能の維持回復を目指します。 

② 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を

図り、総合的なサービスの提供に努めます。 

 

３ サービスの提供内容 

① 看護行為 

・バイタルチェック（体温・脈拍・血圧・簡易酸素飽和度測定） 

・身体清潔のケア（清拭・洗髪・入浴・口腔ケア・足浴手浴など） 

・療養指導（生活上の注意事項・食事指導・排泄に関する対策や指導など） 

② 医療的処置行為 

・創傷及び褥瘡処置 

・人工肛門・人工膀胱管理ケア 

・経鼻チューブ・胃瘻チューブ管理ケア 

・尿道留置カテーテル・自己導尿管理ケア 

・在宅酸素療法管理ケア 

・在宅人工呼吸器管理ケア 

・喀痰の吸引・管理 

・点滴 

・排泄管理ケア（浣腸・摘便） 

③ リハビリ援助行為 

・拘縮予防、関節可動域訓練 

・日常生活動作訓練 

④ 認知症の看護 

・認知症の介護相談 

・認知予防指導 

⑤ 介護者支援 

・介護方法の指導や、医療・福祉サービスの紹介 

・褥瘡予防、リハビリ方法などの指導 

・室内環境整備の工夫、安全対策、感染症に対する対応方法など 

・介護者の健康相談、精神的支援 

 

４ 利用料金 

（１） 基本利用料 

介護保険からの給付サービスを利用する場合は、原則としてその費用の１割です。 

ただし介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となります。 

（料金表は１割の金額を記載しています。） 

【 料金表① 基本料金  訪問看護費・介護予防訪問看護費 】 

 ２０分未満 ３０分未満 ３０分～６０分 ６０分～９０分 

看護師 303～314円 451～471円 794～823円 1,090～1,128円 

准看護師 283～302円 406～424円 715～741円 980～1,015円 



理学療法士等 284～294円（１回につき） 

また、１日に 3回を超えて行った場合は 90/100円（１回につき） 

※上表の料金設定と基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、居宅サービス計画・

介護予防サービス計画（ケアプラン）に定められた目安の時間を基準とします。 

（２） 加算料金 

基本料金に対して早朝（午前６時～午前８時）・夜間（午後６時～午後１０時）帯は２５％増し、 

深夜（午後１０時～午前６時）帯は５０％増しとなります。 

【 料金表② その他加算料金 】 

○緊急時訪問看護加算（緊急時介護予防訪問看護加算）（Ⅰ）（Ⅱ） 

24 時間連絡体制にあって、緊急時訪問を必要に応じ行う場合 

１月につき 

（Ⅰ）６００円の加算 

（Ⅱ）５７４円の加算 

○特別管理加算 

（１）在宅悪性腫瘍患者指導管理・在宅気管切開患者指導管理を受けて

いる状態、気管カニューレ・留置カテーテル等を使用している状態 

（２）在宅自己腹膜潅流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療

法指導管理等を受けている状態、人工肛門・人工膀胱設置の状態・真皮

を越える褥瘡の状態、週３日以上点滴注射が必要な状態等 

１月につき 

（１）５００円の加算 

 

 

（２）２５０円の加算 

○長時間訪問看護加算 

特別管理加算の対象者に対し、１時間３０分以上の訪問看護を行う場合 

１回につき 

３００円を加算 

○複数名訪問加算 

同時に２人以上の看護師等が訪問看護を行う場合 

１回につき 

３０分未満 ２５４円 

３０分以上 ４０２円 

○初回加算（Ⅰ）（Ⅱ） 

新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して、初回の訪問看護を行

った月に加算 

１月につき 

（Ⅰ）３５０円を加算 

（Ⅱ）３００円を加算 

○サービス提供体制強化加算 

事業所の職員配置要件の基準を満たしたときに、回数で加算 

１回につき 

６円 

○退院時共同指導加算 

退院時共同指導を行った上で、初回の訪問看護を行った場合 

退院等につき１回、特別な管理を必要とする場合は２回まで加算 

１回につき 

６００円を加算 

○ターミナルケア加算 

死亡日及び死亡前 14 日以内に 2 日以上ターミナルケアを実施 

（ターミナルケア後、24 時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む） 

死亡月につき 

２，５００円を加算 

（３）交通費 

サービスを提供する地域にお住まいの方交通費は無料です。なお、通常の事業の実施地域を超え

た地点から 10キロメートル未満は 250円、10キロメートル以上は、500円を交通費として徴収さ

せて頂きます。 

（４）上記以外の料金 

日常生活上必要な物品は、実費を徴収させて頂きます。また、看取り看護を実施し、エンゼルケ

アを行った場合、処置材料費 2,000円 処置費 5,000円を徴収させていただきます。 



 

（５）その他 

介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、事業所に直接介護保険給付が行われない場合

があります。その場合、お客様は 1月につき利用料金全額をお支払いください。（料金表は、保険

適用時の金額の為、料金表の 10 倍が全額となります。）利用料のお支払いと引き換えに、サービ

ス提供証明書と領収書を発行いたします。 

（6）料金の請求および支払方法                             

利用料金は 1月ごとに計算し、毎月 10～15日に前月分の請求書を郵送いたします。       

口座振替に場合は、サービス利用月の翌々付月の毎月 4日にご指定口座から引き落とさせて頂き

ます。                                        

※振替日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。 

※現金でのお支払いを希望される場合にはご相談ください。 

※利用者は心身の不調あるいは、緊急やむを得ない理由以外の事由により、サービス利用を中止

する場合は重要事項に定めたキャンセル料をいただきます。 

 

５ サービスの利用方法 

（１） サービスの利用開始 

まずは、お電話でお申し込みください。当ステーションの担当者がお伺いいたします。 

訪問看護計画（介護予防訪問看護計画）作成と同時に契約を結び、サービス提供を開始します。 

※居宅サービス計画・介護予防サービス計画（ケアプラン）の作成を依頼している場合は、事前

に介護支援専門員とご相談下さい。 

（２）サービスの終了 

① 利用者の都合でサービスを終了する場合 

サービスの終了を希望する日の１週間前までに文書でお申し出ください。 

② 当ステーションの都合でサービスを終了する場合 

人員不足等やむを得ない事情により、サービスを終了させていただく場合がございます。 

その場合には、終了１か月前までに文書で通知いたします。 

③ 自動終了 

以下の場合は、双方の通知がなくても自動的にサービスを終了いたします。 

・利用者が介護保険施設等に入所した場合 

・利用者の要介護状態区分が非該当（自立）と認定された場合 

・利用者がお亡くなりになった場合 

④ その他 

利用者が、サービス利用料金の支払いを２か月以上滞納し、料金を支払うよう勧告したにも

かかわらず１か月以上支払われない場合には、または利用者や家族などが当事業者や当事業

者の従業者に対してサービス提供を継続しがたいほどの背信行為を行った場合は、文書で通

知することにより、サービスを終了させていただく場合がございます。 

 

６ 事故発生時・緊急時の対応 

サービスの提供中に万が一事故が発生したり、様態の変化などがあった場合には、その状況によ

り主治医・救急隊・親族・居宅介護支援事業所・地域包括支援センター及び市町村等へ連絡し、



適切な処置を行います。 

 

７ 損害賠償 

利用者に対する訪問看護（介護予防訪問看護）の提供にあたって、万が一事故が発生し利用者や

利用者の家族の生命・身体・財産に損害が発生した場合は、不可抗力による場合を除き、速やか

に利用者に対して損害を賠償します。ただし、利用者や利用者の家族に重大な過失がある場合は、

賠償額を減ずることがあります。 

 

８身体拘束について 

 身体拘束を発見した際には しかるべき機関に報告いたします 

 

９虐待の防止について 

事業所は、利用者等の人権擁護・虐待の防止のため次の措置を講じます。 

 （１） 虐待防止・身体拘束等の適正化に関する担当者を選定しています。 

      虐待防止・身体拘束等の適正化（管理者 関 佳子）  

虐待防止責任者（管理者 関 佳子） 

（２） 虐待防止・身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、 

その結果について従業者に周知徹底を図っています。 

（３） 虐待防止・身体的拘束等の適正化のための指針を整備しています。 

（４） 従業者に対して、虐待防止・身体拘束等の適正化のための定期的な研修を実施する等の 

必要な措置を講じます。 

（５） 事業所はご利用者が成年後見制度を利用できるように支援を行います。 

（６） サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居

人等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報

します。 

 

１０衛生管理等 

（１） 看護職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

（２） 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 

（３） 事業所において感染症が発生しまたはまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。 

①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね 

6月に 1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。 

 ②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

  ③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。 

 

１１ 業務継続計画等の策定について 

（１） 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護の提供を継続的に実施

するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、

当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

（２） 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に

実施します。 



（３） 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

１２ 秘密の保持と個人情報の保護について 

（１）利用者及びその家族に関する秘密の保持について 

① 事業者及び事業者の従業者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の情報

を正当な理由なく、第３者に漏らしません。 

② また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。 

③ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業

者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者

との雇用契約の内容とします。 

（２）個人情報の保護について 

① 利用者の個人情報については、「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した 

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し、

適切な取扱いに努めるものとする。 

② 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用

者の個人情報及び利用者の家族の個人情報を用いません。 

③ 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙によるものの他、電

磁的記録を含む。）については、管理者の注意を持って管理し、また処分の際にも第三者への

漏洩を防止するものとします。 

④ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開

示の結果、情報の訂正、追加、削除を求められた場合は、遅延なく調査を行い、利用目的の

達成に必要な範囲で訂正等を行うものとします。 

（開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。） 

 

１３ サービス内容に関する相談・要望・苦情 

（１）相談窓口・苦情対応 

サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。 

 訪問看護ステーション トーホー   ご相談窓口   担当 関  佳子 

                     連 絡 先 ０２７７－７６－３５８６ 

（２）苦情受付時の対応 

① 直ちに相談担当者が直接伺うなどして詳しく状況を把握し、速やかに事実関係を調査します。 

② 苦情内容は検討会議等によって必ず全職員に周知し、改善の有無、方法についても皆で検討

します。 

③ その結果ならびに改善の有無、方法など今後の対応について、問い合わせ者または申立者に

報告します。 

④ 改善事項については、全職員が共通に認識し対応します。 

⑥  相談・苦情に対する記録は保管し、再発防止に役立てます。 

相談や苦情は丁寧に受け止め、更にサービスの質的向上に取り組み、苦情が発生しないような業

務提供を心掛けます。 

 

 



（３）行政機関その他苦情受付機関 

当事業者以外に市町村の窓口等に苦情を伝えることができます。 

・桐生市役所          長寿支援課   ＴＥＬ ０２７７－４６－１１１１ 

・みどり市役所         介護高齢課   ＴＥＬ ０２７７－７６－０９７４（直通） 

・太田市役所          介護サービス課 ＴＥＬ ０２７６－４７－１８５６ 

・伊勢崎市役所         介護保険課   ＴＥＬ ０２７０－２４－５１１１ 

・足利市役所          介護保険課   ＴＥＬ ０２８４－２０－２２２２ 

・群馬県国民健康保険団体連合会 介護保険課   ＴＥＬ ０２７－２９０－１３１９ 

・栃木県国民健康保険団体連合会 介護保険課   ＴＥＬ ０２８－６２２－７２４２ 

 

 令和    年    月    日 

 

訪問看護（介護予防訪問看護）の提供開始にあたり、利用者に対して本書面に基づいて重要

な事項の説明をしました。 

 

事業者  所 在 地     群馬県みどり市笠懸町阿左美 1155番地 

       事 業 所 名      訪問看護ステーション トーホー  

 法 人 名       医療法人社団 三思会       

        法人代表者       理事長   駒 井   太一   印  

 

説 明 者           管理者    関  佳子   印 

  

 

私は、本書面を受領し、これに基づき事業者から訪問看護（介護予防訪問看護）についての

重要事項の説明を受け、これらを十分に理解した上で同意します。 

  

利用者   住  所                         

    

        氏  名                    印  

     （代理人）  住  所                         

    

      氏  名                      印  

 

 

 

 

 

 

 

 


